
平成２７年１０月 

　　　新富町長　　土　屋　良　文

新田地区の災害時拠点として備蓄倉庫を備えた新富町消防団第２部消防機械倉庫が新たに建築されました。

　 新富町の財政事情をここに公表します。
 　この財政事情は町民の皆様に町の財政がどのように運営されているか、またどのような状況にあ
るか広く知っていただくため、年に２回公表しているものです。
　 今回は、平成２６年度の決算及び平成２７年度上半期における歳入・歳出予算を中心に、町民負担
の状況や町有財産の状況等について、お知らせいたします。
　 これからも、健全で効率的な財政運営に努めてまいりますので、町民の皆様のご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

       しんとみ 
 

  財政事情  
 



（各特別会計は４ページをご参照ください。）

予算額 / 89億3,220万6千円 予算額 / 89億3,220万6千円

収入済額 / 33億3,611万5千円 支出済額 / 29億5,109万3千円

※

◎一時借入金の２７年９月末現在の借入金現在高は０円 ※

（２７年度の一時借入金の借り入れは９月末現在ありません。）

義務的経費 40.3%　

35億9,552万2千円

投資的経費 24.3%

21億7,111万4千円

その他行政経費 35.4%

31億6,557万円

収納率　37.3%

被保険者
一人当たり

区　　分
町民一世帯

当たり
町民一人

当たり

執行率　33.0%

町税は平成２７年１０月１日の住民基本台帳の世帯数、人口で除した
数値。国民健康保険税は平成２７年９月３０日の被保険者数で除した
数値。

平成２７年１０月１日の住民基本台帳の世帯数、人口で除した
数値。

町　　税 175,667円 74,543円

国民健康
保険税

96,420円

区　　分 町債現在高
町民一世帯
当たり残高

町民一人
当たり残高

一般会計 60億8,870万6千円 793,007円 336,504円

平成２７年度予算の状況（平成27年9月末現在） 

一般会計 

歳 入 歳 出 

国庫支出金 

地方交付税 

町税 

繰入金 

町債 

県支出金 

各種交付金等 

国有提供施設交付金 

その他 

民生費 

教育費 

総務費 

衛生費 

土木費 

公債費 

農林水産業費 

消防費 

その他 

20億7,298万1千円 

20億5,259万1千円 

13億4,877万3千円 

8億869万8千円 

7億6,522万1千円 

7億2,071万7千円 

3億5,364万7千円 

1億7,000万円 

6億3,957万8千円 

26億897万5千円 

18億307万9千円 

15億1,175万2千円 

6億9,958万5千円 

6億7,583万8千円 

5億7,134万2千円 

5億780万4千円 

3億7,101万8千円 

1億8,281万3千円 

財源の構成 

自主財源 27億9,704万9千円 31.3％ 依存財源 61億3,515万7千円 68.7％ 

町 税 

15.1％ 

繰入金 

9.1％ 

諸収入 

1.8％ 
分担金負担金 

1.7％ 使用料手数料 

1.6％ 

その他 

2.0％ 

地方交付税 

23.0％ 

国庫支出金 

23.2％ 

町債 

8.6％ 

県支 

出金 

8.1％ 

国有提供施設交付金 

1.9％ 
交付金等 

3.9％ 

町税の構成 

町 税 

13億4,877万3千円 

固定資産税 

5億9,303万5千円 

44.0％ 

軽自動車税 

5,060万円 

3.7% 

町たばこ税 

9,000万円 

6.7% 

性質別にみた歳出予算 

扶助費 人件費 公債費 
普通建

設事業

災害復

旧事業
物件費 

補助費

等 
その他 

町債等（借入金）27年9月末現在高及び負担の状況 町民の負担の状況（２7年９月末） 

17億3,995万9千円 

12億8,422万1千円 

5億7,134万2千円 

21億6,856万2千円 

255万2千円 

13億778万円 

10億2,901万5千円 

8億2,877万5千円 

農林水産業費 

町民税 

6億1,513万8千円 

45.6% 



（各特別会計は４ページをご参照ください。）

区　　　分

民生費

総務費

教育費

土木費

農林水産業費

衛生費

公債費

消防費

商工費

議会費

その他

計

最近５年間の決算の状況

歳入決算額

歳出決算額

　平成２６年度一般会計の決算額は、歳入が91億8,790万4千円、歳出が88億1,208万8千円で、歳入歳出差
し引き額3億7,581万6千円から翌年度へ繰り越すべき財源9,405万1千円を差し引いた実質収支は、2億
8,176万5千円となりました。なお、この数値は国の決算統計に基づき、集計・分析した金額により表記してい
ます。

平成２６年決算の状況 

一般会計 

地方交付税 

国庫支出金 

町税 

県支出金 

繰入金 

町債 

交付金等 

国有提供施

設交付金 

その他 扶助費 

人件費 

公債費 

普通建設事

業費 

災害復旧費 

物件費 

補助費等 

積立金 

繰出金 その他 

16億852万9千円 

18.3％ 

12億1,365万4千円 

13.8％ 

5億7,809万4千円 

6.6％ 

99万5千円 

0.0％ 

11億2,904万4千円 

12.8％ 

9億2,936万7千円 

10.5％ 

3億8,168万円 

4.3％ 

6億3,603万6千円 

7.2％ 

9,718万2千円 

1.1％ 

22億3,750万7千円 

25.4％ 

23億5,904万2千円 

25.7％ 

20億1,036万5千円 

21.9％ 
14億4,062万6千円 

15.7％ 

7億6,031万7千円 

8.3％ 

6億7,677万7千円 

7.4％ 

6億7,446万9千円 

7.3％ 

7億6,683万9千円 

8.3％ 

3億1,744万2千円 

3.4％ 

1億8,202万7千円 

2.0％ 

目的別歳出の内訳 

民生費 

総務費 

教育費 

土木費 

農林水産… 

衛生費 

公債費 

消防費 

商工費 

議会費 

その他 

27億2,076万5千円（30.9％） 

13億6,667万3千円（15.5％） 

12億3,231万5千円（14.0％） 

10億5,130万3千円（11.9％） 

6億2,447万2千円（7.1％） 

6億1,044万3千円（6.9％） 

5億7,809万4千円（6.6％） 

3億4,573万9千円（3.9％） 

1億3,884万2千円（1.6％） 

9,776万6千円（1.1％） 

4,567万6千円（0.5％） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

歳入決算額 9,684,151 8,237,251 7,917,978 10,712,178 9,187,904

歳出決算額 9,310,907 7,898,806 7,602,865 10,405,208 8,812,088

最近5年間の決算の状況 

120億 

100億 

80億 

60億 

40億 

20億 

（単位：千円） 

歳 入 総 額 歳 出 総 額 

91億8,790万4千円 

歳 出 総 額 

88億1,208万8千円 

総  務  費   役場内の建物管理、選挙などの経費 

民  生  費   福祉(社会、老人、児童)事業や国民年金などの経費 

農林水産業費   農林水産業の振興に使われる経費 

土  木  費   道路や公園、町営住宅の建設管理などの経費 

教  育  費   学校や体育館、文化財など教育にかかる経費 

衛  生  費   医療や環境、し尿処理などの経費 

公  債  費   町債（借入金）の返済金 

消  防  費   消防団活動、広域消防負担金などの経費 

商  工  費   商工業や観光産業の育成にかかる経費 

議  会  費   議員の報酬や議会運営にかかる経費 

農林水産業費  



その他

商 工 業 振 興 基 金 1,731万9千円

町債 828,095円 348,525円

基金 342,884円 144,312円

区分 町民一世帯当たり 町民一人当たり

そ の 他 （ 9 基 金 ）

（２６年度は一時借入金の借り入れはありませんでした。）

※平成２７年４月１日の住民基本台帳の世帯数、人口で除
した数値。

有線ラジオ放送施設運営基金

新 富 町 定 住 促 進 基 金

2億6,612万円

1億6,166万8千円

7,372万4千円

建物 103,780㎡

※町税は平成２７年４月１日の住民基本台帳
の世帯数、人口で除した数値。国民健康保険
税は平成２７年３月３１日の被保険者数で除し
た数値。

国民健康
保険税

計

108,579円

農 業 振 興 基 金

7,692万7千円
町税 188,737円 79,435円

減 債 基 金

読 書 環 境 整 備 基 金

4,465万3千円

3,258万9千円

1億5,363万8千円

26億1,723万4千円

出資による権利 2,790万4千円

有価証券 310万4千円

区分 数量及び金額

土地 2,061,442㎡

※土地区画整理事業を含めた普通会計で計上
(H21まで)

区分
町民一世
帯当たり

町民一人
当たり

財 政 調 整 基 金

公 共 施 設 等 整 備 基 金

地 域 福 祉 基 金

土 地 開 発 基 金

区　　分 金　　額

10億7,666万5千円

3億460万4千円

2億1,559万3千円

1億9,373万4千円

す こ や か 安 心 基 金

被保険者
一人当たり

一時借入金の２７年３月末現在の借入金現在高は０
円です。

平成11年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

最近5年間の町（借入金）の状況） 

町債（借入金）及び基金（積立金）の年度末現在高の状況 

70億 

60億 

50億 

40億 

30億 

20億 

10億 

 

 

平成11年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

最近5年間の基金（積立金）の状況 

35億 

30億 

25億 

20億 

15億 

10億 

5億 

 

★平成10年度

以降過去最高

額が平成11年

度 

★平成10年度以

降過去最低額が

平成11年度 

一時借入金年度末現在高の状況 

町民の負担状況（27年3月末） 

基金年度末現在高 

町有財産の状況 町債・基金の一人当たりの残高等 

67億9,145万円 
63億2,085万円 63億2,026万円 61億4,915万円 61億4,589万円 59億2,756万円 

13億3,801万円 

26億1,723万円 
28億9,919万円 

31億964万円 
28億9,784万円 

31億7,091万円 

臨時財政 

対策債 

臨時財政 

対策債 

臨時財政 

対策債 

臨時財政 

対策債 

臨時財政 

対策債 

※臨時財政対策債は、地方交付税の代替であり地方自治

体が借り入れを行うが、発行した臨時財政対策債の元利償

還金は、将来地方交付税で交付されることとなっている。 



（平成２７年９月末現在）

水道事業

減価償却費
資産減耗費
動力費
修繕費
舗装復旧費
薬品費
委託料
その他
計

収納率
執行率

1億1,588万4千円

収入済額
支出済額

47.9%

※収益的収支とは、１年間の事業活動に伴って発生する収入と支出を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成
績を示すものです。資本的収支とは、１年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表す
ものです。

3億3,829万7千円

14億8,280万6千円

26億581万7千円

歳入決算額 予　算　額

28億610万2千円
13億4,498万8千円

11億5,471万6千円

歳出決算額 実質収支額 会　計　名

24億1,266万4千円 1億9,315万3千円 国民健康保険事業
41.2%
52.8%

13億7,978万8千円 1億301万8千円 介 護 保 険 事 業 14億6,933万2千円
7億7,631万9千円

5億9,888万5千円 40.8%

平成２６年度の総有収水量は1,594千㎥（１日平均4,367㎥）でありました。給水戸数は5,666戸で給水人口は14,647人
に水を給水しています。収益的収支では、収入3億1,919万8千円に対し、支出2億6,981万6千円で差引4,938万2千円
の純利益がありました。また、資本的収支では、収入7,101万7千円に対し、支出2億4,008万1千円で差引1億6,906万４
千円不足した為、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

49.6%
33.4%

西都児湯情報公開・個
人情報保護審査会

20万1千円
20万1千円 100.0%
5万3千円 26.4%

3億3,721万3千円 　　　　108万4千円 後期高齢者医療事業 3億4,649万9千円
1億7,181万5千円

各特別会計の平成27年度予算・平成26年度決算の状況 

特別会計 平成26年度決算 平成27年度予算 

企業会計 平成26年度決算 

収益的収支 

給水収益 

その他 

7,733万1千円 

24.2% 

2億4,186万7千円 

    75.8% 

人件費 

支払利息 

減価償却費 

資産減耗費 

動力費 

修繕費 

舗装復旧費 

薬品費 

委託料 その他 

国庫補助金 

工事負担金 

企業債 

量水器費 

送配水設備 

拡張改良費 

企業債償還 

固定資産

購入費 

1,237万1千円 

4.6% 

1億2,629万4千円 

46.8% 

420万9千円 

1.6% 

2,381万1千円 

8.8% 

1,001万4千円 

3.7% 

39万9千円 

0.1% 

1,011万6千円 

3.8% 

3,219万6千円 

11.9% 

2,717万円 

10.1% 

2,323万6千円 

8.6% 

2,910万2千円 

41.0% 

191万5千円 

2.7% 

4,000万円 

56.3% 

2億1,310万8千円 

88.8% 

2,395万7千円 

10.0% 

203万1千円 

0.8% 

収 入 
 

3億1,919万8千円 

 
 

支 出 
 

2億6,981万6千円 

 
 

収 入 
 
7,101万7千円 

 
 

支出 
 

2億4,008万1千円 

 
 

資本的収支 98万5千円 

0.4% 



貸借対照表 （平成27年3月31日現在） （単位：千円）

（平成２７年９月末現在）

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 収益的収入　……水道料・給水負担金等

8 8 収益的支出　……人件費・施設運営費・借入金利息等

9 9 資本的収入　……企業債等

10 10 水道管布設・企業債償還等

11

12

※

：
：
：

：

：

収入済額

支出済額

実質公債費比率

8.1

(9.2)

【9.9】

収納率

執行率

収益的
収　入

支　出

資本的
5.2%

29.7%

16.5%

0.0%収　入

支　出

3億657万8千円

2億9,149万2千円

1億8,296万6千円

全会計を合わせた総収支が赤字である場合、その赤字額が標準財政規模に占める割合。

新富町比率

説明

説明

新富町比率

資金不足比率

－

資金不足比率

財政再生基準

早期健全化基準

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合。

全会計及び一部事務組合等の実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規
模に占める割合。

25.0

35.00

　本町では、水道事業において資金不足が発生していないため、「－」で表示しています。

将来負担比率

46.0

(32.7)

【15.6】

350.0

新富町比率欄の、上段の
数値は平成26年度決算、
中段（　）内の数値は前年
度（H25）決算、下段【　】
内の数値は前々年度
（H24決算に基づく比率と
なります。

実質赤字比率

－

15.00

20.00

連結実質
赤字比率

－

20.00

30.00

公営企業会計（本町では水道事業会計）において、
資金不足があった場合、その不足額が該当事業の
規模に占める割合。

　各比率ともに数値が高くなると財政状況の悪化を示します。本町では、普通会計・特別会計ともに黒字決算であ
るため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「－」で表示しています。全ての比率で早期健全化基準内という
決算状況でした。また、実質公債費比率については、前年度比率より改善したが、将来負担比率については若干
悪化しました。

※標準財政規模とは、その地方公共団体が標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模。

実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

普通会計の収支が赤字である場合、その赤字額が標準財政規模に占める割合。

借　　　　　方 貸　　　　方

区　　　分 予算額
土地 59,562 526,430建設改良等企業債

退職給付引当金建物 165,499 10,000

3億6,650万7千円

9,108万3千円

4,811万5千円

0千円

1,907万7千円

水道事業

合計 3,089,653 合計 3,089,653

※資本的収支の不足額は、当年度分損益勘定留保資
金等で補てんします。

資本的支出　……

未収金 11,445 48,379

貯蔵品 2,621 147,505

資本剰余金

減債積立金

建設改良積立金

未処分利益剰余金

253,890

215,182

建設仮勘定 105,349 822,539

工具及び備品 2,068 520

繰延収益

現金預金 565,983 1,042,738資本金

預り金

機械及び装置 787,822 1,115

構築物 1,388,346 19,000修繕引当金

未払金

車両及び運搬具 958 2,355引当金

平成27年度予算 

平成2６年度決算に基づく財政健全化判断比率 

財政健全化判断比率 



　社会福祉費
　　　地域福祉事業
　　　障がい者福祉事業
　　　高齢者福祉事業
　　　児童福祉事業
　　　母子福祉事業

　社会保険費
　　　介護保険事業
　　　国民健康保険事業

　保健衛生費
　　　疾病予防対策事業
　　　医療提供体制確保事業
　　　高齢者医療事業

障がい者（児）の福祉サービス利用
に係る助成や、子どもの医療費助
成といった全般的な社会保障施策

介護保険事業、国民健康保険事業
への事務費繰出金

予防接種の助成や、がん検診等の
助成といった疾病予防対策や、救
急医療センター等の運営費助成と
いった慰労提供体制確保事業

160,046

42,021

3,227

0

33,778

392,445

80,417

0

0

事業費

財
源

国県支出金

その他特財

社会保障財源化分
地方消費税交付金

社会保障財源化分
地方消費税交付金

財
源

事業費

財
源

国県支出金

その他特財

社会保障財源化分
地方消費税交付金

（単位：千円）

事業費

国県支出金

その他特財

1,729,520

1,005,047

176,834

内容

調整交付金を活用し、継続的に行ってきた仲伏地区
排水路整備事業

農作業道整備事業（がんばる地域交付金）

事業名 決算額

仲伏地区排水路整備事業（調整交付金）

農業基盤整備促進事業 町営住宅改修事業（防災安全交付金）

農作業道舗装、暗きょ排水整備、横江排水機場等の農地
農業水利施設等を整備し、生産効率の向上を図った。

屋根及び外壁・ベランダ等改修を行った町営住宅改
修事業（写真は新町新団地Ａ棟）

農作業の効率化、利便性向上のためアスファルト・コ
ンクリート舗装された農作業道（北原牧17号線）

　　　　写真は横江排水機場　　　　総事業費　1億2,302万円 総事業費（３棟分）　　6,438万円

　舗装延長＝323ｍ　　総事業費　　810万円工事延長 190.4ｍ　　　　　　　総事業費　1,332万円

平成2６年度の主な普通建設事業 

平成2６年度の社会保障施策に要する経費 



おりお知らせします。

・定員管理の実績

平成２７年４月１日現在　　総職員数１４８人

　　職員数の推移（各年４月１日現在） （単位：人）

Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

　１　職員の採用試験の状況　（統一試験　平成２６年９月２１日実施分）

　２　職員の離職の状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

154 158

平成２６年平成２５年平成２３年 平成２４年

153 156

そ の 他

一般事務(初級)

区分

職員数

区分 申込者数

勧 奨 退 職

人事行政運営等の状況について人事行政運営等の状況について

定 年 退 職 3

区分 男 計

1

3

1

女

　町職員の給与については、国家公務員の給与等を参考にしながら、さらに町議会の

審議を経て条例や規則によって定められています。町民の皆様により一層のご理解を

71

第１次試験
合格者数

2

いただくために、給与や定員を含めた新富町における人事行政の運営の状況を次のと

第１次試験
受験者数（Ａ）

55

41

競争率
Ａ／Ｂ

13 27.50

0

最終合格者数
（Ｂ）

2

5

平成２７年

148



　３　定員管理の状況
　　ア　部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

　　イ　平成27年度職員の増減状況

Ⅱ　職員の給与の状況

　１　人件費の状況（平成26年度一般,国保,介護,後期医療,水道会計決算） ※人口は平成27年3月31日現在

千円 千円

注）１．この表は、歳出額に占める人件費の割合を示したものです。

 ２．人件費には特別職（町長など三役及び町議会議員など）に支給される給料・報酬などを含みます。

　２　職員の給与の状況（平成27年度一般,国保,介護,後期医療,水道会計当初予算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

休職職員を総務財政課付けとしたため

事業の増加

業務量の増加

法改正等に伴う減

0

0

0

△ 8

0

人件費率（Ｂ／Ａ）

0

21

0

平成26年

3

平成27年

6

2

0

△ 1

△ 1

差引 主 な 増 減 理 由

△ 1

総 務 2

42

13

158

水 道

0

税 務

平成26年度 18,268人

平成25年

3議 会

税 務 0 0

民 生 0

0衛 生

（Ａ）

1,299,127

期末・勤勉手当

給　　　与　　　費

158

Ｂ／Ａ

220,789

計（Ｂ）給料

0

職員手当

0

教 育 0 2 △ 2

0

区 分 住民基本台帳人口

国 保 老 健

人件費（Ｂ）

00 0

歳出額（Ａ）

94,583

職員数

13,181,834

6 14

水 道 0 0

0

計

介 護 保 険

農 林 水 産 2 0

労 働 0 0

0 休職職員を総務財政課付けとしたため

0

減員数

1

0

△ 2

2

156 148

2

保育所の民間委託△ 1111

0

1 △ 1

課の新設

0

1 0 1

商 工 1 0 1

土 木

6

4

6

0 0

国 保 老 健

議 会

部門

計

介 護 保 険

5

4

12土 木

44

5

18

0

教 育

農 林 水 産

衛 生

2商 工

20

14

11

21

16

13

0

10

2

15

0

1313

11 1

45

10

13

24

00

0

0労 働

総 務

職　　員　　数

平成26年

民 生

部門

24

区分

5

増員数

△ 11

0

平成27年

0

43

3

0

9.9%

平成25年

3

0

0

△ 8

△ 1

0

3

△ 2

0

1

△ 2

対前年増減数

5,672

注）職員給与費は人件費から共済費、退職手当、特別職の給料・報酬を除いたものです。

580,832 896,204

00

1

1

一人当たりの給与費



　３　職員の平均給料・給与月額及び平均年齢の状況（平成27年4月１日現在）

円 円 歳

円 円 歳

　４　職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

　５　職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）

　６　一般行政職の級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）

 

人 人 人 人 人 人 人

注）１．職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　２．標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

　　３．一般行政職とは税務職、技術員、保健師、栄養士、水道職員、社会教育主事を除きます。

　７　職員手当の状況

　(1)期末・勤勉・退職各手当（平成27年4月1日現在）

　　　　　0.75月分

　勤続

　　　　　20.445月分

一般行政職

３級

技 能 労 務 職

高校卒

174,200

221,800

区 分

大学卒

本町と同じ

国

係長・主査

係長・主査

21

18.3%

　　　　　49.59月分

主任技師

13

構成比

　　　　　1.225月分

一般行政職
大学卒

区分

主　　事

経 験 年 数 15 年

区分

初任給

平 均 給 与 月 額

高校卒

306,900

平 均 給 料 月 額

一般行政職

326,600 348,700

269,900

　　　　49.59月分

30年

区 分

6.1%

課　　長

新　　　富　　　町

課長補佐

（ 勤 勉 手 当 ）

５級

主事・技師

14

主　　幹
標準的
な職務
内容

円

平均年齢

174,200

初任給

142,100

100.0%

115

12.2%

本町と同じ

計６級

経 験 年 数 20 年

179,300

新　富　町

304,500

課長補佐

221,800

145,400142,100

200,000

経 験 年 数 10 年

円 円

44.8

円

採用２年経過日

367,300

職員数 27

11.3%

４級２級

7

技　　師

主任主事

区分

主任技師

28.7%

（ 期 末 手 当 ）

　　　　　0.75月分

給 料 額給 料 額

円

179,300

40.3

６月期

　　　　25.55625月分

　　　　49.59月分

期
末
・
勤
勉
手
当

　　　　　36.105月分

　　　　　2.60月分

退
職
手
当

その他の加算措置

（定年・勧奨）

円

　定年前早期退職特例措置　2～20％

　　　　42.4125月分

269,900

（自己都合）

　　　　　1.5月分

主任主事

23.5%

20年

本町と同じ

　　　　　1.375月分

最高限度

12月期

　　　　　41.325月分

計

35年

145,400

　　　　　41.325月分

６月期

１級

円

33

国

採用２年経過日



　(2)特殊勤務手当（平成26年度一般,国保,介護,後期医療,水道会計決算）

％

円

    町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

　(3)時間外勤務手当（一般,国保,介護,後期医療,水道会計決算）

円

円

　(4)扶養手当・住居手当・通勤手当（平成２７年４月１日現在）

　配偶者　13,000円　扶養親族たる子、父母一人につき　6,500円

　配偶者なしの１人　11,000円

　16歳から22歳までの１人につき　5,000円

　

　借家・借間で月額23,000円以下を支払っている職員（最高）　11,000円

　23,000円以上の場合（最高）　27,000円

　交通用具利用

２　～　５㎞未満 30　～　35㎞未満

５　～　10㎞未満 35　～　40㎞未満

10　～　15㎞未満 40　～　45㎞未満

15　～　20㎞未満 45　～　50㎞未満

20　～　25㎞未満 50　～　55㎞未満

25　～　30㎞未満 55　～　60㎞未満

60以上

　８　特別職の報酬等

円

円

円

円

円

円

Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　１　勤務時間の状況

　　　当町の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで、勤務時間は７時間45分である。

町長

17:15

始業時刻

H19.10.1211,000

(平成26年の支給率）564,000

通
　
勤
　
手
　
当

全職種

区分

扶
養
手
当

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

区分

支給単価

308,477

支 給 対 象 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額

H27.4.1

21,600円

15,800円

24,400円

262,000円

18,700円

10,000円

給料月額

主な支給対象業務

支 給 総 額

同

日額　　250円

4,200円

年度

職員１人当たり支給年額

2,000円

時 間 外
勤務手当

国の制度との同異

41,952,867

改定年月日

29,800円

26年度

内　　　　　容

12,900円

同

同
7,100円

議 員

期 末 手 当

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合

H19.10.1

  6月期　      1.40月分  6月期　      1.40月分

H19.10.1

区 分

31,600円

住
居
手
当

8:30

区　　　　　分

給　　料
副町長

702,000

　 　計　　　  3.10月分

議長

報 酬
委 員 長委 員 長

４種類

8.97

57,018

227,000

303,000

227,000  12月期　  　　1.70月分

28,000円

H27.4.1

金額

216,000

終業時刻

12:00～13:00

休憩時間

H19.10.1

副 議 長

303,000



　２　年次有給休暇
　　(1)制度の概要

　　(2)取得状況（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）

日

日

人

日

％

　３　育児休業の状況(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

Ⅳ　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成26年度）

　(1)分限処分者数

　(2)懲戒等処分者数

Ⅴ　職員の営利企業等従事許可等に関する服務の状況（平成26年度）

育 児 休 業 の 承 認 件 数

対 象 職 員 数 （ Ｃ ）

9.0

0

免職区　　　　　分

　勤務実績が良くない場合 0

0

うち育児休業期間延長の承認件数

0　心身の故障の場合

戒告 減給区　　　　　分

0 0　条例で定めた事由による場合

0

0

0　刑事事件に関し起訴された場合

報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役
員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員
の地位を兼ねる場合

営 利 企 業 等 の 従 事 の 内 容

00

（単位：件）

許可件数許可件数

　職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生
じた場合

0　職に必要な適格性を欠く場合 0

0

0

0　職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

0　法令に違反した場合

区 分

総 取 得 日 数 （ Ｂ ）

男性

146

00 0

0

0

0

2

0

0

5,623

0　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0

0

0

0

0

65

0

0

0 0

0 0

女性

計

（単位：人）

00 0 0

免職

休職 降給

0 0

0

0

00

0

0

計

（単位：人）

0

0

0

0

（単位：件数）

平均取得日数（Ｂ／Ｃ）

1,3201,320

総 付 与 日 数 （ Ａ ）

消 化 率 （ Ｂ ／ Ａ ） 23.5

停職

0

0

　職員には、暦年（１月１日から１２月３１日まで）ごとに２０日（年の中途で採用された者に
は月割の日数）の年次有給休暇が与えられており（日単位で与えることが原則であるが、必要に
応じて、時間単位で与えることもできる。）、翌年に限り２０日を限度としてこれを繰り越すこ
とができる。

0 0

0

降任



Ⅵ　職員の研修の状況（平成26年度）

　(1)市町村職員研修センター研修

　(2)町独自研修

　(3)派遣・交流

Ⅶ　職員の健康診断の状況（平成26年度） （単位：人）

Ⅷ　職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益の保護の状況
　(1)勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

　(2)不利益処分に関する不服申立ての状況
該当なし

人 材 育 成 基 本 研 修

2

民 法 セ ミ ナ ー

1
管理職のためのメンタルヘルスセミナー 1

　人間ドック（一泊二日） 12

2地 域 資 源 の 資 源 化 プ ロ セ ス と ま ち な か 再 生 研 修

受講者数

2

元気づくりシステム全国普及シンポジウム
3図 書 館 先 進 地 視 察 研 修

3

政 策 課 題 研 究 2

1公 営 企 業 会 計 セ ミ ナ ー
1

地 方 公 務 員 法 セ ミ ナ ー

（単位：人）

法 制 執 務 セ ミ ナ ー
8新 任 係 長 研 修
7新 規 採 用 職 員 研 修

受講者数研 修 内 容

1

12一 般 職 員 研 修

3税 務 関 係 職 員 徴 収 事 務 研 修
5税 務 関 係 職 員 初 任 者 研 修

税務関係職員固定資産税事務研修 2

ハ ー ド ク レ ー ム 対 応 セ ミ ナ ー

9新 任 課 長 補 佐 研 修
23

1時 間 の マ ネ ジ メ ン ト セ ミ ナ ー
1企 画 力 向 上 セ ミ ナ ー

5新 任 課 長 研 修

3

行 政 と 争 訟 セ ミ ナ ー

2コ ン プ ラ イ ア ン ス セ ミ ナ ー
1契 約 事 務 研 修
1簿 記 入 門 セ ミ ナ ー

13

介護予防・日常生活支援総合事業研修
1大 規 模 土 砂 災 害 時 の 消 防 団 活 動 及 び 安 全 確 保 視 察 研 修

103メ ン タ ル ヘ ル ス 研 修

津 波 対 策 先 進 地 視 察 研 修
4

9Ｉ Ｃ Ｔ 利 活 用 視 察 研 修

研 修 内 容
（単位：人）

1　脳ドック

68　人間ドック（日帰り）
区 分

1宮 崎 県 と の 人 事 交 流
派遣者数

9　婦人健診
37
93　一般健診

　眼科健診

受診者数

派 遣 ・ 交 流 内 容

Ｏ Ａ 研 修 5

まちが元気になる地域プロモーション研修



Ⅸ　職員の勤務時間及び健康管理の啓発を行う取組

　(1)時間外勤務の管理

　　・時間外勤務を週単位、月単位で職員ごと、所属部署ごとに分類。人事担当部署にて
　　　全職員の状況を把握している。
　　・週15時間以上時間外勤務をした職員に対し、人事担当による事情聴取を行い、注意、
　　　指導を行っている。
　　・月45時間以上時間外勤務をした職員に対し、業務内容等の事情聴取を行い、その内
　　　容を所属課長に報告、注意喚起を行っている。

　(2)休暇取得

　　　休暇取得状況を課長会で定期的に報告。夏季休暇等を計画的に取得できるよう休暇
　　取得計画表を作成する等、職員の休暇取得を推進し、心身の健康の回復や増進に繋げ
　　ている。

　(3)メンタルヘルスカウンセリングの実施

　　　産業カウンセラーによるメンタルヘルスカウンセリングを毎月第４週に実施。
　　相談内容は職場での悩みごとに限らず、家庭のことなど些細なことでも気軽に相談で
　　きるようになっている。また、役場庁舎外に相談室を設置し、職員の秘密が守られる
　　よう配慮を行う等相談しやすい環境を充実させている。

　(4)メンタルヘルスに関する広報

　　　相談先等の情報を課長会で周知。また、オンラインネットワークにより開催日等の
　　の情報を全職員へ周知している。カウンセリングについては、職員自身で直接相談の
　　予約ができるため秘密が守られ、相談しやすい環境となっている。

　(5)職員の健康管理

　　・全職員を対象とした年1回の定期健康診断(特定健診含む)の実施、人間ドック(日
　　　帰り、一泊二日、脳）、婦人検診、眼科検診等受診の奨励、特定保健指導を行っ
　　　ている。

　　・平成２５年度から全職員を対象として「心の健康診断」を実施。
　　　個人毎に診断結果「ストレスプロフィール」を作成し、自分の心の健康状態を確認
　　　させるとともに、ストレス状態が高いと診断された職員については、所属課長に状
　　　況を報告し、注意喚起を行っている。

　　・安全衛生委員会
　　　　安全衛生委員会は会長(副町長)、副会長(総務財政課長)、衛生管理者及び委員
　　　10名で組織され、２４年度から毎年開催している。職員の健康障害の防止、安全
　　　又は衛生のための教育の実施等健康管理に関することや、業務災害の調査及び再
　　　発防止、その他の労働安全に関する事項等を審議するために設置し、職員の安全
　　　及び衛生管理に努めている。
　　　　主なものとして人間ドック受診の奨励、定期健康診断の実施、産業医による異
　　　常の認められる職員に対しての治療・再検査などの指導や、保健師による生活改
　　　善指導等を行っている。

 （6）職員の就業状況の調査

　　　平成25年5月からタイムカードを導入し、職員の出勤・退勤時間の管理を推進。

編 集 / 財政状況担当　総務財政課　猪野　博行
人事給与担当　総務財政課　冠地　千里　


